
        鳥取県立倉吉体育文化会館清掃作業仕様書  
 

この仕様書は、清掃作業の大要を示すものであり、本書に記載のない事項であ

っても、甲が現場の実情に応じ、美観又は建物の管理上必要と認めた軽微な作業

は、契約金額の範囲内で行うものとする。（甲：委託者、乙：受託者） 

 

１ 期 間 

   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日までとする。 

２ 作業概要 

作業は次の各項を行う。なお、各作業日報を作成し報告すること。 

（１）日常清掃 

  １日を単位にして行う清掃作業をいう。 

 （２）定期清掃 

  １日を単位にして月１～６回行う清掃作業をいう。 

（３）特別清掃 

  １年を単位にして年１～８回行う清掃作業をいう。 

３ 使用材料 

本作業に使用する材料は、すべて品質良好なものであらかじめ甲の承認を

受けたものを使用すること。 

４ 作業工程 

（１）清掃作業の工程は、甲の定める清掃作業基準表による。 

（２）委託業者（以下「乙」という）は、基準表により１ヶ月ごとの清掃作業

実施計画書を作成して、甲の承認を得る。 

５ 作業に当たって留意すべき事項 

 作業の実施に当たっては、次の各項に留意すること。 

（１）来館者並びに建物、工作物、器具、備品等にき損を発見したとき、又は

損害を与えたときは、直ちに甲に報告しその指示を受けること。 

（２）甲の業務に支障を与えないこと。 

（３）定期清掃、特別清掃は、予め甲と協議して実施日を決定すること。 

（３）じんあいを飛散させないこと。 

（４）火気には特に留意し、引火性物質は努めて使用しないこと。 

（５）不衛生な処置はとらないこと。 

６ 日常清掃 
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日常清掃は次の各項の作業を行う。 

（１）日常清掃として行う床の掃除は、じゅうたんは電気クリーナー、他はモ

ップ、ほうきを使用する。備品類で容易に移動できるものは移動して入

念にする。 

（２）日常清掃として行う机・黒板・カウンター等の拭き掃除は、塵払いの後

雑巾ふきをする。 

（３）湯沸し台、流し等は実情に応じて水洗い又は雑巾ふきをする。 

（４）茶殻、タバコの吸い殻・紙くずなどは所定の場所に捨て、容器は水洗い

する。 

（５）出入口の備え付けマットは泥、ちり等を取り除き、水洗いし乾燥後備え

つける。 

（６）構内に紙屑、空き缶等散乱していることがないよう適宜清掃除去する。 

７ 定期清掃 

   定期清掃は次の各項の作業を行う。 

（１）床洗浄ワックスがけは、掃き掃除の後床を洗浄し、適正な基準量をもっ

て塗布する。 

（２）掃き掃除は、電気クリーナー、モップ、ほうきを使用する。備品等で容

易に移動出来るものは移動して入念にする。 

（３）ビニールタイル、クリンカータイル、アートフロア、モザイクタイル等

は掃き掃除の後固く絞ったモップで水拭をする。 

（４）モルタル、アスファルトモルタル等は掃き掃除のみとする。 

（５）机、カウンター、黒板（移動式黒板も含む）窓枠、窓台等は塵払いの後

雑巾ふきをする。 

（６）便所の汚物入れ等は汚物を所定の場所に捨て、容器の内外を水洗いをす

る。 

（７）便器、洗面器、流し類は入念に水洗いのうえ布ふきをする。 

（８）フローリング（体育館競技場床等）については、床に付着している汚れ

は落とし、ワックスは適正な基準量をもって塗布する。特に拭きむらの

ないよう注意すること。 

（９）出入口の取っ手、引手、階段手すり、ちょうつがいの類で見え掛かりの

金具は入念に磨き、つやだしをする。 

８ 特別清掃 

   特別清掃は定期清掃のほか更に次の事項の作業を行う。 



（１）定期清掃をしない床面の部分は定期清掃と同様にする。 

（２）天井、壁、窓、スクリーン、照明器具（ブラケット、吊り金具等を含む）

時計、ブラインド等日常手の届かない箇所は、脚立を使用し、電気クリ

ーナー、又はハタキでちり払いする。照明器具で取り外しの出来るもの

は取り外し、石鹸水で汚れを落として乾布で拭く。 

（３）窓ガラスは両面とも洗剤で汚れを落とし、乾布で拭く。 

（４）電話機は汚れを落とし、乾布で拭く。 

（５）ひさしの上は、掃き掃除のみとする。 

９ その他 

 （１）トイレットペーパー（乙負担）は、随時取り替えること。 

 （２）便器手洗いの石鹸液（甲負担）は、随時補充すること。 

 （３）体育文化施設であり、乙は清掃作業員に、明るく、清潔な、作業に適応

した制服を着用させること。 

１０ 貯水槽清掃 

（１）高架水槽     ６㎥    屋上  

（２）受水槽     １２㎥       屋内 

(３）飲料水水質検査  



鳥取県立倉吉体育文化会館清掃作業基準表（会館）

床面名称 場所 面積㎡ 机の雑巾掛け 照明器具清掃 側壁扉雑巾掛け 床面洗浄ワックス 金物磨き 床はき掃除
タイルモップ水ぶ

き
窓ガラス両面

ぶき

屑カゴの処理
灰皿の処理

カ ー ペ ッ ト 応 接 室 ２ 30.25 １/年 １/日 １/年

応 接 室 １ 16.00 １/年 ３/年 ４/月

事 務 室 52.25 １/年 6/年 １/日 １/年

指 導 員 室 32.00 １/年 ３/年 ４/月 １/年

男ロッカー室 3.22

女ロッカー室 3.80

教 養 室 １ 63.25 ４/月 １/年 ６/年 ４/月 １/年

教 養 室 ２ 63.25 ４/月 １/年 ６/年 ４/月 １/年

医 務 室 30.00 １/年 ３/年 ４/月 １/年

準 備 室 45.00 １/年 １/年 ４/年

監 視 室 33.06 １/年 ３/年 6/年 １/年

下 足 室 7.05 １/年 ４/月

廊 下 55.08 １/年 １/月 １/日

湯 沸 室 2.00 １/年 １/月 ６/月 １/日 １/日

物 入 れ 2.89

空調機械室 １/年

便 所 22.50 １/年 １/日 １/日 １/年 １/日

浴 室 15.75 １/年
タ タ ミ 宿 直 室 17.85 １/年 １/年
クリーカータイル

玄 関 ホ ー
ル

104.00 １/年 １/月 １/日 １/年 １/日

2階 ホール 165.00 １/年 １/月 １/日 １/年 １/日

大研修室 432.00 ４/月 １/年 ６/年 ４/月 １/年

中研修室 149.50 ４/月 １/年 ６/年 ４/月 １/年

小研修室 １ 92.50 ４/月 １/年 ６/年 ４/月 １/年

小研修室 ２ 88.00 ４/月 １/年 ６/年 ４/月 １/年

廊 下 12.00 １/年 １/月 １/日 １/年

湯 沸 室 3.20 １/年 １/月 ６/月 １/日 １/日

2 階 階 段 15.34 １/月 １/日
モ ル タ ル 倉 庫 7.50 １/年
モザイクタイル 便 所 22.50 １/年 １/日 １/日 １/年 １/日

床面積合計 1,586.74

ビニールタイル

モ ル タ ル

モザイクタイル

ビニールタイル



鳥取県立倉吉体育文化会館清掃作業基準表（体育館）

床面名称 場所 面積㎡
洗浄ポリ
シャー掛け

ワックス掛け
（ジムエー
ス）

コンディショ
ナー塗布

モップ掛け
（ジムキー
パー）

モップ水ふき
床ワックスポ
リシャー

照明器具天
井チリ払い

床はきそうじ
タイルモップ
水ふき洗浄

窓ガラス両
面ふき

屑かご灰皿
の処理

床モルタル
水洗い

側壁扉ふき
掃除ちりはら

い
固定席掃除

クリンカータイル １階玄関ホール 157.85 ６/年 １/年 １/日 １/年 １/日
競技場 2,175.00 １/年 ６/年 ２/月
ステージ 95.20 ２/年 ４/月 １/年
ステージ両サイド 69.00 ３/年 ４/月
ステージ横便所 5.76 １/月
器具室 196.00 １/月 １/年
器具室（北） 27.00 ２/年
器具室（南） 27.00 ２/年

ビニールタイル 放送室 25.30 ２/年 １/年 ２/年 １/年
モルタル 倉庫 5.20
モザイクタイル 身障者便所 11.56 １/年 １/日

男子控え室 51.42 １/月 １/年 ４/月 １/年
更衣室 31.85 １/月 １/年 ４/月 １/年

モザイクタイル 便所 11.00 １/年 1/日 １/日 １/年
シャワー室脱衣 5.58 １/年
シャワー室洗場 7.00
北側便所　女
北側便所　男

モルタル 北側階段 11.68 １/日
北側廊下 45.40 ３/年 １/年 １/日
北側ホール 26.50 ３/年 １/年 １/日 １/年

ビニールタイル 両側階段 15.00 １/日
ビニールタイル 事務室 13.75 １/年
モルタル 倉庫 4.90
ビニールタイル 湯沸室 2.23 １/年 １/年 １/日 １╱日
ビニールタイル 便所　職員 9.80 １/年 ４/月 ４/月 １/年

女子控え室 51.42 １/月 １/年 ４/月 ４/月 １/年
更衣室 31.85 １/月 １/年 ４/月 ４/月 １/年

モザイクタイル 便所 11.00 １/年 １/日 １/日 １/年
シャワー室脱衣 5.58
シャワー室洗場 7.00
南側便所　女
南側便所　男
南側廊下 45.40 ３/年 １/年 １/日 1/年
南側ホール 28.90 ３/年 １/年 １/日 １/年

フローリング

ビホールタイル

モルタル

アートフロアー

 フローリングモザイクタイル １/年 ４/月 ４/月 １/年

 ビニールタイルモザイクタイル 30.75 １/年 ４/月 １/日 １/年

アートフロアー

アートフロアー

 フローリングモザイクタイル １/年 ４/月 ４/月 １/年

 フローリングモザイクタイル 30.75 １/年 １/日 １/日 1/年

アートフロアー



鳥取県立倉吉体育文化会館清掃作業基準表（体育館）

床面名称 場所 面積㎡
洗浄ポリ
シャー掛け

ワックス掛け
（ジムエー
ス）

モップ掛け
（ジムキー
パー）

モップ水ふき
床ワックスポ
リシャー

照明器具天
井チリ払い

床はきそうじ
タイルモップ
水ふき洗浄

窓ガラス両
面ふき

屑かご灰皿
の処理

床モルタル
水洗い

側壁扉ふき
掃除ちりはら

い
固定席掃除

モルタル 南側階段 11.68 ４/月
フローリング トレーニング室 174.60 １/年 １/月
クリンカータイル 2階玄関ホール 146.70 １/年 １/年 １/年 １/日
ビニールタイル 切符売場 10.64

クリンカータイル 多目的便所 10.00 1/月 １/年 １/日 １/年
ビニールタイル 正面階段 9.00×２ 1/年 １/年 1/日
アートフロアー ステージ控室 32.83 1/年 １/年 １/年
ビニールタイル 調光室 32.83 １/年 １/年

3階観覧席 2,310 ４/月 1/年 ２/年
3階バルコニー 217.80 ３/年
2階玄関テラス 334.12 １/月 １/年
1階玄関ポーチ 228.37 ２/月 ２/年
1階スロープ 72.00 ３/年
外正面階段 147.20 ３/年
外南側階段 37.70 ３/年
窓ガラス 749.00 １/年

ビニールタイル 2階北側便所 47.74 １/年 １/日

モルタル

１/月 １/年

モザイクタイル ２階南側便所 47.74 １/年 １/日 １/日 １/年



体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について
（通知）

29施施企第2号

平成29年5月29日

各都道府県教育委員会施設主管課長 

各指定都市教育委員会施設主管課長 

各都道府県施設主管課長 

各指定都市施設主管課長 

各都道府県私立学校施設担当課長　　　　　　　　　殿 

各国公私立大学施設担当部課長 

各国公私立高等専門学校施設担当部課長 

各大学共同利用機関法人施設担当部課長 

各文部科学省国立研究開発法人施設担当部課長 

各文部科学省独立行政法人施設担当部課長 

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課長 

山川　昌男 

スポーツ庁参事官（地域振興担当） 

仙台　光仁 

体育館の床板の剥離による負傷事故の防止について（通知）

　標記について，消費者庁の消費者安全調査委員会（以下「調査委員会」）では，

消費者安全法第23条第1項の規定に基づき，体育館の床から剥離した床板による

負傷事故について，平成27年度より事故等原因調査を進めてきたところですが，こ

の度，調査委員会において事故等原因調査報告書（以下「報告書」）がとりまとめ

られ，消費者安全調査委員会委員長より文部科学大臣に対し意見が提出されまし

た。

　報告書によると，体育館の床板の一部が剥離し，腹部に突き刺さり重傷を負う等

の事故が平成18年度から平成27年度までの間に7件確認されたこと，また，当該

事故は新しい体育館でも発生していることから，同様の事故が発生するリスクはあ

らゆる体育館に存在するとされています。
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　体育館の床板が剥離する要因としては、清掃時等における想定以上の水分の吸

収及びその乾燥の影響が考えられ，体育館の維持管理が非常に重要です。

　このことから，体育館の所有者及び管理者におかれては，報告書を踏まえ，体育

館の床板の剥離による負傷事故の防止対策をより一層推進するため，維持管理

における下記の取組等を適切に実施するようお願いします。

記

1　適切な清掃の実施（水拭き及びワックス掛けの禁止）

　日常清掃及び特別清掃※1により，体育館の木製床を清潔に保つ。その

際，水分の影響を最小限にする。

　水拭き及びワックス掛けはフローリング等の不具合発生の観点からは，行

うべきではないことなど，報告書を参考にして適切な清掃の方法を定め，書

面にすることにより，実際に清掃を行う者に分かりやすく周知し，実施を徹底

する。なお，やむを得ず体育館にワックスを使用する場合には，それに伴うフ

ローリングへの水分の影響を最小限とするよう注意する。

※1　日常清掃では取りきれない汚れを除去するために数か月に一度

行う清掃

2　日常点検・定期点検の実施，記録の保管及び速やかな応急処置

　日常的，定期的に点検を行い，その実施した記録を保管する。報告書を参

考にして点検記録表を作成し，点検項目及び方法について実際に点検を行

う者に分かりやすく周知し，実施を徹底する。

　フローリング等の不具合を発見した場合には，速やかに応急処置又は補

修を行うほか，必要に応じて専門業者に相談して補修又は改修を行う。ま

た，事故が発生した場合に事故原因の事後的な検証を行うことができるよ

う，フローリング等の不具合を把握した場合には，写真を撮影する等の方法

で不具合の内容を記録し，不具合の位置や箇所数とともに記録し保管する。

　さらに，体育館ごとに，体育館の適切な維持管理についての責任者を定

め，当該責任者に，点検の実施やフローリング等の不具合について責任を

持って対応に当たらせる。
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3　維持管理を外部委託する際の適切な仕様の設定

　体育館の維持管理を外部に委託する場合には，上記１及び２について仕

様書で定めるなどして，受託者に対し同様の対応を求める。また，受託者に

は体育施設管理士資格※2を有する者がいることを条件とするなど，維持管

理の質を保つ。

※2　体育施設管理士養成講習会（主催：公益財団法人日本体育施設

協会及び独立行政法人日本スポーツ振興センター）で指定項目を受

講し，試験に合格した者が取得できる資格

4　長期的な改修計画の策定，計画に基づく改修の実施及び補修・改修記録

の保管

　体育館の木製床の長期的な改修計画を策定するとともに，計画に基づい

て体育館の木製床の改修を行う。また，継続的に記録を参照できるよう，補

修・改修の記録を保管する。体育館を新築する際には，施工に関する情報

並びに維持管理の方法及び改修時期の目安等の情報について，まとめた

管理簿を作成して引渡すことを仕様書に定めるなど，設計者及び施工者に

伝達させ，これを基に上記の改修計画を策定する。

5　施設利用時における注意事項の利用者への周知

　報告書を参考にして施設利用時の注意事項を作成し，体育館の利用者の

目に付く場所に掲示するなどして，利用者に対して分かりやすく伝える。
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　なお，今後，文部科学省及びスポーツ庁において，上記1から5までの取組状況

を把握するために調査を行うこととしていますので，あらかじめお知らせします。

　このことについて，都道府県教育委員会施設主管課及び都道府県施設主管課

におかれては，所管の各学校、社会体育施設及びその他都道府県所管施設等へ

周知するとともに，域内の市区町村教育委員会施設主管課及び市区町村施設主

管課を通じ，市区町村教育員会及び市区町村所管の各学校，社会体育施設，そ

の他市区町村所管施設及び民間スポーツ施設等への周知を図られるようお願い

します。

　また，都道府県私立学校担当課におかれては，所轄の私立学校（専修学校，各

種学校を含む）に対して，周知するようお願いします。

本件連絡先

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課

　　　環境施設企画係　島岡・古田

　　　電話：03-5253-4111（内線2288）

　　　E-mail：shisetulead-2@mext.go.jp

　スポーツ庁参事官（地域振興担当）付

　　　施設企画係　山本

　　　電話：03-5253-4111（内線3773）

　　　E-mail：stiiki@mext.go.jp

【参考】

「体育館の床板の剥離による負傷事故」に関する消費者安全調査委員会の調査

報告書は，消費者庁のホームページで閲覧できます。

消費者安全調査委員会　調査報告書 

お問合せ先

文部科学省大臣官房文教施設企画部施設企画課

電話番号：環境施設企画係　03-5253-4111（内線2288） 
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１－１●外観・機能点検（点検月２月）　●総合点検（点検月８月）一覧表

体育館 文化会館 体育館 文化会館

粉 末 消 火 器 ○ ○

屋 内 消 火 栓 設 備 ○ ○ ○ ○

自 動 火 災 報 知 設 備 ○ ○ ○ ○

非 常 放 送 設 備 ○ ○ ○ ○

誘 導 灯 ・ 誘 導 灯 標 識 ○ ○

避 難 誘 導 灯 点 滅 装 置 ○

防 火 設 備 （ 防 火 扉 ） ○ ○ ○ ○

非 常 用 自 家 発 電 設 備 ○ ○

※「誘導灯の点灯について」 分電盤の専用回路を断ち停電状態で消防法に定める
２０分以上内臓バッテリーが正常に作動し点灯するか
を確認のこと。

※ 「 総 合 点 検 」 点検報告書は所轄の消防署に提出

※「避難誘導灯点滅装置」 平成１４年１０月１日より。

外観・機能点検

設 備 名

総合点検

消　防　設　備　保　守　点　検　業　務　委　託　内　容　仕　様　書

鳥取県立倉吉体育文化会館

別添３



２－１●消防用設備点検内訳書

体育館 文化会館 合計

19 10 29

水源（地下タンク） 1 1

電動機の制御装置 1 1

起動装置 1 1

加圧送水装置（１８．５ＫＷ） 1 1

呼水装置 1 1

屋内消火栓 15 2 17

予備電源 1 1

受信機（Ｐ型１級50回線） 1 1

表示機 3 3

差動式スポット型感知器 170 96 266

定温式スポット型感知器 9 11 20

光電式煙感知器 114 6 120

発信機・表示灯 15 3 18

電鈴（ベル） 15 5 20

非常用電源 1 1

表示機 3 3

増幅器 1 1 2

遠隔操作器 2 2 4

スピーカー（屋外） 2 3 5

スピーカー（屋内） 13 9 22

操作盤（１５回線） 1 1

光電式煙感知器 6 4 10

防火扉 4 2 6

35 12 47

14 14

1 1

消　防　設　備　保　守　点　検　業　務　委　託　内　容　仕　様　書

鳥取県立倉吉体育文化会館

機　　　器　　　名
数　　　　　量　　　　　等

誘　　　導　　　灯

避難誘導灯点滅装置

非常用自家発電設備（３１ＫＶＡ）

（屋内消火栓専用）

防
火
設
備

粉末消火器（加圧式）

屋
内
消
火
栓
設
備

自
動
火
災
報
知
設
備

非
常
用
放
送
設
備
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鳥取県立倉吉体育文化会館警備請負業務委託仕様書 

１ 警備対象物件 

   鳥取県立倉吉体育文化会館 

２ 警備箇所 

   別紙による 

３ 警備時間 

（１） 開始 

    監視センターにおいて警戒信号を受けたとき 

   （２） 終了 

      監視センターにおいて警戒解除信号を受けたとき 

４ 警備方法 

（１）防犯関係・・・・・自動警報装置による（機械警備） 

 対象室‥‥室 内……部屋全体の警戒可能機器 

 扉、窓……扉、窓の開閉を感知可能機器 

   (２)火災関係 

 施設内の全ての火災感知器に回線を接続し、警戒可能な状態とすること。 
５ 任務 
 （１）防犯関係 
 ア、侵入者等の潜伏、徘徊の発見処理 

イ、警察署、倉吉体育文化会館責任者(緊急連絡者)への通報、連絡 
  （２）火災関係 
 ア、消火活動 
 イ、消防署、倉吉体育文化会館責任者（緊急連絡者）への通報、連絡 

（３）警備実施事項の報告 
６ 警備に使用する機械等の設置費について 
 項    目 負担者 
① 警報器及びこれらに付帯する一切の設備設置費 

受託者 
② 専用回線費 
③ 増改築による既存警報装置の移設費 （財）鳥取県体育協会 
 
７ 警備期間 
 平成３１年４月１日０時から平成３６年３月３１日２４時までとする。 
   （平成３１年４月１日０時より速やかに運用できること又は人的措置を取り

対応すること） 
８ 損害賠償額 
  １事故につき、対人賠償、対物賠償合わせて 10 億円とする。 

別添５ 





自動扉保守点検業務委託仕様書 
設置場所 

①体育館１階       両開き自動扉  ドアエンジン型式 １台 
②文化会館１階      片開き自動扉  ドアエンジン型式 １台 
③文化会館１階（風除室） 片開き自動扉  ドアエンジン型式 １台 
     DS－２１Ｄ型(外部センサー・内部センサー・扉取付) 
③文化会館１階（医務室横） 片開き自動扉  フツウノヒキドＤ型 １台 
     ナブコドア株式会社 自動扉開閉装置 
④体育館２階       両開き自動扉  ドアエンジン型式 １台 
⑤文化会館２階      片開き自動扉  ドアエンジン型式 １台 
     ＹＫＫ S 型(外部センサー・内部センサー ・扉取付)  
 

業務内容 
① 自動扉の保守点検は年４回（５月、８月、１１月、２月）とする。ただし 
 具体的な実施時期は委託者と受託者が協議して決める。(点検表 別添参照) 
② 実施計画書は年間計画書とし、契約締結日から１０日以内に所定の様式に 
より委託者に提出しその承認を受けるものとする。但し、委託者又は 
受託者が実施時期の変更を申し出たときは双方協議のうえ、実施時期を変更 
できるものとする。 

③ 故障、事故が生じたときは、速やかに技術員を派遣し、修理・復旧に対処 
 するものとする。 
④ 点検中または点検終了後において、設備に不良及び不備が判明したときは 
 双方協議の上、速やかに改修を行うものとする。 
 
⑤ 点検は、関係法令及び技術基準に基づいて行うものとする。 
⑥ 消耗した補助材料（部品）は、無償で交換するものとする。但し，本体制御 
 部・起動スイッチその他一部の部品を除く。 
⑦ 自動扉のガラス部品等の清掃作業。 
⑧ 保守点検実施終了後は、速やかに委託者に点検報告書を提出するものとする。 

 
適用除外 
    次の条項については、保守点検の除外とする。 

① 委託者による不当な取り扱い、故意及び過失によって生じた故意の修理。 
② 天災不測の事故、不可抗力による修理費、復旧工事費。 

  

別添６ 



エレベーター保守点検仕様書（体育館内） 
 
 鳥取県立倉吉体育文化会館設置のエレベーターが常に安全最良の運転状態を維持す

るため、維持管理に必要な事項を定める。 
 
 機種名称 三菱エレベーター「ＶＦＧＬ－ＪＡ」 
      Ｐ ９００ｋｇ ４５ｍ／min ３stops １台 
 
 上記の機器の保全を図るため、下記の点検及び調査を行う。 
 
１ 定期点検 
 ⑴ 三ヶ月に１回技術員を派遣し、機械装置の点検及び装置の清掃、給油、調整を行

い、性能を最高に維持する。 
 ⑵ リモート点検システムによる２４時間（３６５日）通常運行中の機器を連続点検

し、故障に至る前の変調を情報センターに通報する。 
 ⑶ 点検終了後に於いて、実施者名、実施日、点検内容等を記載した報告書を提出す

る。 
 
２ 遠隔監視 
 ⑴ 情報センターでは、受信専門技術員が２４時間継続で監視する。 
   ①遠隔閉じ込め救出   ③遠隔監視 
   ②遠隔点検（別表―Ⅰ） ④遠隔診断（別表―Ⅱ） 
 
３ 精密調査 
  年 1 回専門技術員を派遣し、機械装置の点検、細部を調整し予防保全的措置をとる

こと。 
 
４ 部品及び機器、取替え、調整 
 ⑴ 故障が発生した場合は、速やかに技術員を派遣し、適切な処置を行うこと。 
 ⑵ 点検、モニターを通じて機器の磨耗及び劣化を予測し、維持に必要と判断した場

合は、直ちに部品の修理若しくは、取替え、調整を行うこと。 
 ⑶ 修理、取替え及び調整の範囲は、別紙―Ⅲのとおりとする。 
   ただし、機器保障サービス工事範囲。 
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冠水時管制運転機能診断

診　断　メ　ニ　ュ　ー　／　診　断　内　容　

「遠隔機器点検」　内容　　リモート点検

「遠隔診断」　内容　　リモート点検

　　　　　点　検　内　容
機器温度

接触器動作状態
制御機器動作状態
ブレーキ動作状態

(注)　二方向出入り口仕様のエレベーターの場合は、片側（一方向出入口）
　　　のみ実施します。

加減速度
異常音（注１）

開閉負荷・開閉時間
制御スイッチ動作点

両則静トルク
片側静トルク

動トルク

管制運転機能診断

(注)　診断対象となる異常者は音声帯域のみです。

非常用動力バッテリー診断
速度制御機能
非常停止機能
フロア検出機能

かご内インターホン
積載質量検出センサー診断

外部連絡装置機能診断

地震時管制運転機能診断（EER)
火災時管制運転機能診断（FER)

分　　　類

運転機能診断

昇降路関連機器 安全スイッチ

運転性能

自家発管制運転機能診断(OEPS)

かご制御機器機能診断

ブレーキ性能診断

運転性能診断

戸開閉診断（注）

　　　　　　(別表ーⅡ）

動作状態
起動状態
加速状態

一定速走行状態
減速状態
着床状態

外部連絡装置
停電灯

乗場関連機器
乗場の戸

乗場押ボタン

かご関連機器

かごの戸

かご操作盤
照明灯

戸の開閉状態
ドアスイッチ動作状態
押ボタン動作状態

押ボタン動作状態
点灯状態

インターホン電源電圧状態
点灯状態

ドアスイッチ動作状態

　　　　　点　検　項　目

エ レ ベ ー タ 保 守 点 検 仕 様 書 　　　　　　(別表ーⅠ）

　制御関連機器

設置環境

制御盤

巻上機
戸の開閉状態



（別表ーⅢ）
「機器保証サービス工事範囲」　

　　巻上機ユニット取替 　　ドアレール取替
　　軸受取替　＊ 　　全域クローザー取替

工　　事　　項　　目 工　　事　　項　　目
●巻上機 ●乗場戸装置

　　ブレーキホイール・ドラム取替　＊ 　　網カケ滑車
　　ブレーキコイル取替　＊ ●メインロープ

　　ブレーキライニング（パッド）取替 　　戸の引き手（ローラ）取替
　　ブレーキシュー取替 　　連動ロープ取替

　　シーブ軸取替　＊ 　　ガバナーロープ切詰・取替
　　シーブ溝削正　＊ ●つり合ロープ，鎖

　　オイルシール取替　＊ 　　メインロープ切詰・取替
　　油切り片取替　＊ ●ガバナーロープ

＊印（巻上機ユニット取替に含む） 　　軸受取替　（巻上機ユニット取替含む）
●頂部返し車 ●制御盤

　　シーブ取替　 　　つり合ロープ（鎖含む）切詰・取替
　　防振ゴム取替 ●巻上電動機

●調速機 　　コンデンサー取替
　　軸受取替 　　インバター取替

　　シーブ溝削正　 　　リレー本体取替
　　軸受取替 　　半導体プリント板取替

　　NFブレーカ取替

　　軸受取替 　　変圧器取替
　　シーブ取替　 　　安定化電源取替

　　シーブ取替　 　　コンバター取替
●張り車 　　整流器取替

　　シーブ取替　
●非常止め装置
　　フリクションダンバー取替
●ガイドシュー

●かご枠
　　防振ゴム取替
●吊り車
　　軸受取替

●非常電源装置
　　非常用動力バッテリー取替
●はかり装置
　　秤装置組立取替
　　検出ワイヤー取替

　　終点スイッチ取替
●各種昇降路内スイッチ

　　着床装置取替
●エンコーダ
　　エンコーダ取替

　　シュー（ローラー）取替
●給油機
　　給油機取替

　　網カケ滑車取替
　　連動ロープ・チェーン取替

　　移動ケーブル取替
　　その他ケーブル取替

●かご戸装置 ●移動ケーブル　電線
　　プロテクター取付・補修
　　かご回り配線取替

　　ドアレール取替
　　レバー機構取替

　　連動ベルト・チェーン取替 ●付加装置
　　駆動ベルト・チェーン取替 　　地震時管制運転装置（EER)用感知器取替

●ドアマシン ●換気装置
　　プーリ（スプロケット）取替 　　ファンオーバーホール・取替

　　軸受取替
　　位置スイッチ取替
　　ドアモーター取替
●カゴ乗場ドアハンガー・ドアシュー

　　回生電力蓄電装置（エレセーブ）用半導体ユニット取替
　　回生電力蓄電装置（エレセーブ）用冷却ファン取替

　　停電時自動着床装置（MELD)用リレー取替
　　停電時自動着床装置（MELD)用バッテリー取替
　　回生電力蓄電装置（エレセーブ）用リレー取替
　　回生電力蓄電装置（エレセーブ）用バッテリー取替

　　マルチビームドアセンサ（MBS)用コントローラー取替
　　超音波ドアセンサ（USDS)取替
　　音声合成アナウンス装置（AAN)用半導体ユニット取替
　　音声合成アナウンス装置（AAN)用バッテリー取替

　　ドアハンガー取替
　　ドアシュー取替
●ゲートスイッチ
　　ゲートスイッチ取替

　　火災時管制運転装置（FER)用リレー
　　マルチビームドアセンサ（MBS)取替

　　音声合成アナウンス装置（AAN)用スピーカー取替
　　光電式ドアセンサー取替
　　空調機熱交換器の洗浄・部品取替え

●インターロック
　　インターロック取替
●セフテイシュー
　　キャプタイヤコード取替
　　アーム取替（接触棒含む）



エレベーター保守仕様書（会館内） 
 
日本エレベーター製造株式会社製エレベーターの保守契約種類は、フル・メンテナンスと

する。（本仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁修繕部監修建築保全

業務共通仕様書（平成２５年版）による。） 
点検、給油、調整を行い、異常がある場合は協議して、修理又は取替えを行うこと。 

 
１ 点   検 
点検周期は月１回と年１回法定点検を行うこととする。 
エレベーターの各部機構の全般的な点検、給油、調整、調査を行うこと。 

 
２ 修理・取替 

①電動巻上機関係（メタル、刷子、ベアリング、各シープ、オイルシール） 
②ディスクブレーキ（ブレーキディスク、電磁クランパー、ベアリング、ディスクパッ

ト） 
③パネルジェネレーター（電源装置） 
④調速機関係（シャフト、ベアリング、プーリー、スイッチ、テンションウェート） 
⑤受電盤、制御盤、（計器類、リレー、抵抗、ヒューズ、インバーターユニット、シー

ケンサーユニット、マイコン基板類） 
⑥ワイヤロープ関係（主ワイヤロープ、ガバナロープ） 
⑦かご関係（運転操作ボタン、各スイッチ類、戸開閉装置、ドアハンガー、シュー、ガ

イドシュー、非常止め、ロック外し装置、照明、ランディングスイッチ） 
⑧昇降路関係（つい合おもり、各スイッチ類、緩衝機、主レール） 
⑨乗り場関係（戸レール、ハンガー、シュー、ドアロックスイッチ、押釦、表示灯） 
⑩配線関係（一般配管配線、制御用ケーブル） 
⑪その他（インターホン、換気扇、保守に必要な油脂、ウエス類） 

 
 



平成３０年度ターボ冷凍機整備保守業務仕様書 

 

 

１ 場所   鳥取県倉吉市山根５２９－２ 鳥取県立倉吉体育文化会館 

２ 期間   平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 

３ 整備保守業務実施月 

（１）期初整備及び試運転      ４月 

（２）期末整備          １１月 

実施日については、両者協議の上決定する。 

４ 業務内容 

    別紙、保守作業実施要項（１９Ｄ型）のとおり 

    ターボ冷凍機用冷却塔のシーズン前後の点検、整備 

    整備保守作業時に必要となる潤滑油等の納入 

      内訳 潤滑油 ダフニータービン♯６８ ８０ℓ 

冷媒  ＣＦＣ－１１ ２３．８ｋｇ 

（廃液処理を含む） 

 ５ 契約除外 

 （１）甲の不注意、又は不適当なる使用管理占有に起因して生ずる損害、      

天災地変等の間接損害。 

 （２）故障復旧費及び修理工事費。  
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フロート室関係
冷媒ポンプ関係

計器類関係

蒸発器
凝縮器

圧縮機関係 油量、油圧、軸受温度、サクションベーン作動状態、異音、振動
蒸発器関係 蒸発圧力、冷媒温度、冷媒液面、冷水出入口温度
凝縮器関係 凝縮圧力、冷却水出入口温度
主電動機関係 回転方向、電圧、電流、コイル外被温度

抽気回収能力、圧力スイッチ、自動放出弁、液面計、フロートバルブ、異音

各バルブ、連成計
保安装置関係 各サーモスタット、圧力スイッチ、フロースイッチ
制御関係 限流リレー、温度調節器、アジテーター制御

運転終了時

調
整
及
び
点
検
内
容

各保安装置及び機器の調整・作動確認・試運転調整及び点検

水室カバー取外し・チューブ内面洗浄・チューブプレート及びチューブ内面状況点検・復旧組立
水室カバー取外し・チューブ内面洗浄・チューブプレート及びチューブ内面状況点検・復旧組立

気密確認・絶縁測定・オイル注入・オイルヒーター投入作動確認・オイルポンプ単独運転・油圧確認

冷媒注入・補器類の運転確認

電動機盤（盤内外部清掃、断路器、遮断器、開閉器、各端子類、ヒューズランプ類、盤内配線等点検）

チューブ清掃

期初試運転調整

起動補償器盤（盤内外部清掃、起動補償器、各端子類点検）（但しスターデルタ起動方式の機種は除外）

外部機器（主電動機、オイルポンプ、抽気ポンプ、各保安装置類端子部点検）
絶縁測定（遮断器１次測２次測、起動器、主電動機、オイルポンプ、抽気ポンプ、ベーンモータ、オイルヒータ等）

模擬動作試験（初期投入、再起動防止動作点検、インターロック試験、保護回路警報動作点検調整、

ベーンモータ動作試験並びにリミット調整、温度調節器点検調整）

圧縮機運転状況点検・コンデンサフロート室関係点検清掃・パイプラインフィルター点検
自動放出弁点検・電磁弁点検・圧力スイッチ点検・復旧点検
各部の連成針及び圧力計点検・各部の温度計点検
圧力試験は機内を圧力にして漏洩状況の点検
真空試験は機内を真空にして定時間放置後、真空値を確認

冷媒ストレーナ点検・内部清掃・エレメント新規交換

油圧調整弁点検・マグネットプラグ取外し点検清掃・オイルクーラー点検・電磁弁点検・油面計清掃

オイルヒーターサーモ点検・各バルブ類点検・復旧組立
ベーンモーターアーム並びにベーン駆動用アームの連結棒の締付部点検
ベーンシール用オイラーの油量並びに油漏れ点検・開閉動作点検

ターボ冷凍機保守作業実施要項（１９D型）
期初整備
今季、正常運転維持の為、各部点検、清掃等の整備作業

運転指導、試運転記録採取及び提出

冷媒、オイル抽出、同抽出量確認並びに汚れおよび水分の有無点検、機内真空引き

潤滑油系統

サクションベーン関係

抽気装置関係

気密試験

電気関係

オイルストレーナ点検・清掃・エレメント新規交換・デミスターエレメント取外し点検清掃・エジェクターストレーナ点検清掃

抽気回収装
置関係

操作盤（盤内外部清掃、電源用開閉器、各端子類、ヒューズランプ類、盤内配線等点検）

試運転前の確認

試運転調整

カバー取り外し内部点検清掃・フロート取り外し作動及び気密確認・冷媒液面計点検清掃・復旧組み立て



鳥取県立倉吉体育文化会館の冷暖房切替および整備保守業務仕

様書 

 

１ 場 所 

倉吉市山根５２９－２ 鳥取県立倉吉体育文化会館 

 

２ 期 間 

   平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで 

 

３ 冷暖房切替及びボイラ性能検査受け実施月 

 （１）暖房から冷房に切替        ５月 

 （２）冷房から暖房に切替       １０月 

  実施日については、両者協議の上決定する。 

 

４ 業務内容 

保守物件及び台数 

(１) マルチエアコン室外機 ＰＵＨＹ－Ｐ４５０ＣＭ－１ １台 

(２) マルチエアコン室外機 ＰＵＨＹ－Ｐ６９０ＣＭ－１ １台 

(３) 館長室エアコン   ＰＬＦＹ－Ｐ１１２ＬＭ－Ｅ２ １台 

(４) 応接室エアコン    ＰＬＦＹ－Ｐ５６ＬＭ－Ｅ２ １台 

(５) 指導員室・事務室エアコン ＰＬＦＹ－Ｐ５６ＢＭ－Ｅ１ ４台 

(６) 監視室エアコン    ＰＬＦＹ－Ｐ４５ＬＭ－Ｅ２  １台 

(７) 教養室エアコン   ＰＬＦＹ－Ｐ１３０ＢＭ－Ｅ１  ４台 

(８) 医務室エアコン    ＰＬＦＹ－Ｐ８０ＢＭ－Ｅ１ １台 

(９) 授乳室エアコン    ＰＬＦＹ－Ｐ２８ＢＭ－Ｅ１ １台 

（10）吸収式冷温水機     ＣＨ－ＫＧ８０ＨＵ４４   １台 

（11）冷却塔     ＳＫＢ－８０ＧＲ         １台 

（12）空気調和機 ＦＣＨ－４３０ＳＡＫ０５－Ｂ      １台 

（13）冷却水ポンプ ８０×６５ＦＳ４Ｊ６７．５      １台 

（14）冷温水ポンプ ６５×５０ＦＳ４Ｊ６５．５      １台 

（15）冷水ポンプ  ４０ＬＰＤ６３．７Ａ         １台 

（16）オイルギアポンプ ２０ＧＰＥ６．４Ａ        １台 
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（17）体育館用空調機 ＤＨＳ－１００           １式 

（18）体育館用排気ファン ＮＯ８ＰＡＳＲＨ        １基 

（19）自動制御機器                    １基 

（20）ガス給湯器 ＧＱ－５０１１ＷＺ－２         ２台 

 保守作業は次のとおりとする。 

（１）冷房切替点検 

(ア)会館 1 階マルチエアコン冷房切替点検整備、試運転調整 

(イ)吸収式冷温水機冷房切替点検整備、試運転調整 

(ウ)冷却塔水洗い点検整備 

(エ)空気調和機点検整備 

(オ)冷却水ポンプ点検整備 

(カ)冷温水ポンプ点検整備 

(キ)オイルギアポンプ点検整備 

(ク)１,２階空調機フィルター清掃 

(ケ)風量調整切替 

(コ)ガス給湯器点検整備 

(サ)総合運転調査およびデーター採取 

（２）暖房切替点検 

（ア）会館 1 階マルチエアコン暖房切替点検整備、試運転調整 

（イ）吸収式冷温水機暖房切替点検整備、試運転調整 

（ウ）冷却塔・冷却水配管ポンプ水抜き、点検整備 

（エ）空気調和機点検整備 

（オ）冷却水ポンプ点検整備 

（カ）冷温水ポンプ点検整備 

（キ）オイルギアポンプ点検整備 

（ク）１,２階空調機フィルター清掃 

（ケ）風量調整切替 

（コ）ガス給湯器点検整備 

（サ）総合運転調査およびデーター採取 

    

下記の作業は契約外とする。 

（１）使用上の消耗、劣化による（圧縮機モーターを含む）の取替え。 



（２）使用上の消耗、劣化による冷媒、冷凍機油、モーター油の取替え。 

（３）水質不良に起因する凝縮器の水垢撤去作業、および必要と認めた場合

の圧縮機の分解点検、組み立て。 

（４）塗装作業。 

（５）取扱不良による故障の修理。 

（６）熱交換器の、薬品洗浄、及び配管類の薬品洗浄。 

（７）定期サービス以外に要請があり、点検並びに故障修理を行った場合の

部品および材料。 

（８）天災地変等によって生じた故障の修理。 



yasunagatakafumi
Text Box
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鳥取県立倉吉体育文化会館クライミング施設点検業務仕様書 
 

○リード 

寸法：高さ１５ｍ、幅１０ｍ 

形式：フランス アントレ・プリーズ社 FRP 製 3次元モジュラーパネル 

 
〇スピード 
寸法：高さ１５ｍ、幅６ｍ 

形式：FRP 製、競技専用壁 

 
〇ボルダリング 
寸法：高さ４ｍ、幅２１ｍ 

形式：木製パネル 

 
１．保守点検内容 

作業部分 作業ポイント 点検の方法 

パネル部分 表面・裏面のひび割れ、欠け、変形、磨耗状況、

取付ボルト、ナットの緩み 

目視、触診 

支保工 変形、腐食、溶接部分チェック 

 

目視、触診 

ホールド 表面・裏面のひび割れ、欠け、変形、磨耗状況、

取付ボルト、ナットの緩み 

目視、触診 

確保支点 ハンガーの取付方法、ハンガーの変形、取付ボル

トの緩み、終了点の磨耗 

目視、触診 

その他 管理者の指示によるもの 目視、触診 

 
２．作業内容 

上記項目のチェック、調整、交換、補修、増し締め、リード壁・ボルダリング壁

ホールドの取外し、ホールド洗浄、ルートセット、点検報告書の作成。 
 

３．作業員・作業方法 
フリークライミング高所作業技術員が懸垂下降や登高（ユマーリング）を行いつつ

チェック、補修などを実施する。 
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４．部品資材の負担 
   点検に必要な器具及び材料等は、受託者が負担する。 

（クライミング用品、小型ウィンチ、電動ドリル、各種スパナ、補修用具、 
ウェルダー等） 
 

５．作業日程 
管理者と日程の打ち合わせを行い作業すること。 


